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INF
ORMATION

せ

今月の
テーマ

方
は
お
早
目
の
受
診
を
お
勧
め
し

ま
す
。
た
だ
し
、
過
去
に
高
齢
者

肺
炎
球
菌
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
さ
れ

た
方
は
助
成
対
象
と
な
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
の
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

●�

問
い
合
わ
せ
先
＝
医
療
介
護
課

健
康
増
進
係
☎
72

－
０
３
３
３

（
内
線
５
１
２
）

市
営
住
宅
入
居
者
を 

募
集
し
ま
す

　

新
し
い
市
営
住
宅
建
設
に
伴
い

新
規
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

●�

住
宅
名
＝
橋
之
口
住
宅
（
有
明

地
区
）

※�

３
Ｄ
Ｋ
３
戸
、
２
Ｌ
Ｄ
Ｋ
５
戸
、

２
Ｄ
Ｋ
２
戸
、
２
Ｋ
４
戸

●�

募
集
期
間
＝
２
月
１
日
（
月
）

～
２
月
22
日
（
月
）

●�

受
付
場
所
＝
市
役
所
３
階
都
市

建
設
課
（
平
日
午
前
９
時
～
正

午
、
午
後
１
時
～
５
時
）

●�

そ
の
他
＝
公
営
住
宅
は
民
間
住

宅
と
違
い
、
入
居
資
格
な
ど
、

さ
ま
ざ
ま
な
条
件
が
あ
り
ま
す
。

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●�

問
い
合
わ
せ
先
＝
都
市
建
設
課

建
築
住
宅
係
☎
内
線
４
１
５

自
主
サ
ー
ク
ル
を 

結
成
し
活
動
し
ま
す

　

公
民
館
講
座
の
初
心
者
向
け
フ

ラ
ダ
ン
ス
、
ヨ
ガ
、
茶
道
教
室
、

貯
筋
体
操
の
４
講
座
が
自
主
サ
ー

ク
ル
に
な
り
ま
し
た
。
日
時
や
場

所
は
サ
ー
ク
ル
に
よ
っ
て
異
な
り

ま
す
の
で
、
ご
興
味
の
あ
る
方
は

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●�

問
い
合
わ
せ
先
＝
中
央
公
民
館

☎
72

－

１
８
４
６

青
年
国
際
交
流
事
業
に 

参
加
し
ま
せ
ん
か

　

内
閣
府
で
は
、
広
い
国
際
的
視

野
と
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
身
に
付

け
た
次
代
を
担
う
に
ふ
さ
わ
し
い

青
年
を
育
成
す
る
た
め
、
青
年
国

際
交
流
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

現
在
、
平
成
28
年
度
に
実
施
す

る
青
年
国
際
交
流
事
業
参
加
青
年

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●�

事
業
内
容
＝
国
際
青
年
育
成
交

流
／
日
本
・
中
国
青
年
親
善
交

流
／
日
本
・
韓
国
青
年
親
善
交

流
／
「
東
南
ア
ジ
ア
青
年
の

船
」
事
業
／
次
世
代
グ
ロ
ー
バ

ル
リ
ー
ダ
ー
事
業
「
シ
ッ
プ
・

フ
ォ
ー
・
ワ
ー
ル
ド
・
ユ
ー

ス
・
リ
ー
ダ
ー
ズ
」
／
地
域
課

題
対
応
人
材
育
成
事
業
「
地
域

コ
ア
リ
ー
ダ
ー
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

●�

募
集
期
間
＝
２
月
１
日
（
月
）

～
３
月
18
日
（
金
）

●�

問
い
合
わ
せ
先

　
内
閣
府
青
年
国
際
交
流
担
当
室

　

☎
03

－

６
２
５
７

－

１
４
３
４

　

宮
崎
県
オ
ー
ル
み
や
ざ
き
営
業
課

　

☎
０
９
８
５

－

44

－

２
６
２
３

平
成
28
年
度 

国
有
林
モ
ニ
タ
ー
募
集

　

林
野
庁
九
州
森
林
管
理
局
で
は
、

よ
り
多
く
の
国
民
の
皆
さ
ま
に
身

近
な
存
在
と
し
て
国
有
林
を
感
じ

て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
森
林
・
林

業
や
国
有
林
に
興
味
を
も
た
れ
る

一
般
の
方
々
を
対
象
に
、
国
有
林

の
役
割
や
現
状
な
ど
の
情
報
を
お

知
ら
せ
し
、
ま
た
ご
意
見
を
い
た

だ
く
「
国
有
林
モ
ニ
タ
ー
」
制
度

を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
た
び
、
平
成
28
年
度
「
国

有
林
モ
ニ
タ
ー
」
を
以
下
の
通
り

募
集
し
ま
す
。
皆
さ
ま
か
ら
の
ご

応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

　

選
考
結
果
は
、
３
月
末
日
ま
で

に
依
頼
状
の
発
送
を
も
っ
て
お
知

ら
せ
い
た
し
ま
す
。

●�

依
頼
期
間
＝
４
月
１
日
～
平
成

29
年
３
月
31
日
（
１
年
間
）

●�

応
募
資
格
＝
九
州
・
沖
縄
８
県

に
お
住
い
の
20
歳
以
上
の
方

※�

国
会
お
よ
び
地
方
議
会
の
議
員
、

地
方
公
共
団
体
の
長
、
常
勤
の

国
家
公
務
員
、
国
有
林
野
事
業

職
員
Ｏ
Ｂ
、
森
林
・
林
業
担
当

の
自
治
体
職
員
な
ら
び
に
平
成

27
年
度
に
国
有
林
モ
ニ
タ
ー
で

あ
っ
た
方
は
除
く
。

●�

募
集
期
限
＝
２
月
29
日
（
月
）

※�

当
日
消
印
有
効

●�

そ
の
他
＝
応
募
方
法
な
ど
、
詳

細
に
つ
き
ま
し
て
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

●�

問
い
合
わ
せ
先

　

�

九
州
森
林
管
理
局
企
画
調
整
課

国
有
林
モ
ニ
タ
ー
担
当

　

☎
０
９
６

－

３
２
８

－

３
５
１
１

無
料
・
日
曜
相
談
所
開
設 

（
遺
言
な
ど
の
法
律
相
談
）

　

左
記
の
と
お
り
、
法
律
相
談
所

を
開
設
し
ま
す
。
相
談
料
は
無
料

で
す
。
気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

●�

日
時
＝
３
月
６
日
（
日
）

※�

午
前
10
時
～
午
後
４
時

●�

場
所
＝
日
南
公
証
役
場

●�

内
容
＝
遺
言
、
相
続
、
高
齢
者

な
ど
の
財
産
管
理
、
不
動
産
な

ど
の
賃
貸
借
契
約
、
会
社
の
定

款
、
離
婚
時
の
契
約
な
ど

●�

そ
の
他
＝
予
約
制
の
た
め
平
日

に
事
前
の
電
話
予
約
が
必
要

※�

受
付
時
間
＝
午
前
８
時
半
～
午

後
５
時

●�

問
い
合
わ
せ
先
＝
日
南
公
証
役

場
☎
23

－

５
４
３
０

①�

行
政
相
談
＝
２
月
22
日
（
月
）

午
前
10
時
～
午
後
３
時

　

市
役
所
１
階
Ｂ
会
議
室

②�

法
律
相
談
＝
２
月
15
日
（
月
）

午
後
１
時
～
３
時
（
要
予
約
）

総
合
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

●�

問
い
合
わ
せ
先

①
市
民
生
活
課
生
活
環
境
係

　

☎
内
線
２
５
２

②
社
会
福
祉
協
議
会

　

☎
72

－

６
９
４
３

４
月
１
日
か
ら
可
燃
ご
み
の 

直
接
搬
入
先
・
収
集
日
な
ど
が 

変
更
に
な
り
ま
す

　

串
間
市
じ
ん
芥
処
理
場
（
清
掃

工
場
）
は
老
朽
化
な
ど
に
よ
り
、

今
年
３
月
31
日
を
も
っ
て
閉
鎖
し

ま
す
。

　

４
月
１
日
か
ら
は
串
間
市
内
の

可
燃
ご
み
（
燃
や
せ
る
ご
み
、
燃

や
せ
る
粗
大
ご
み
）
に
つ
い
て
は
、

日
南
市
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
で
焼

却
す
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
伴
い
、
焼
却
施
設
に
直

接
搬
入
す
る
場
合
は
、
日
南
市
ク

リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
へ
搬
入
し
て
い

た
だ
く
こ
と
と
な
り
、
ご
み
処
理

手
数
料
も
変
更
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
収
集
ル
ー
ト
が
変
更
と
な
る

た
め
、
各
地
区
の
収
集
日
、
時
間

が
変
更
に
な
り
ま
す
。

　

ご
理
解
と
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。

●�

直
接
搬
入
方
法
に
つ
い
て

▽�

直
接
搬
入
先
＝
日
南
ク
リ
ー
ン

セ
ン
タ
ー

▽�

受
入
時
間
＝
年
末
年
始
を
除
く

毎
日
（
午
前
９
時
～
11
時
半
、

午
後
１
時
～
４
時
45
分
）

▽�

料
金
改
定
日
＝
４
月
１
日

▽�

改
定
後
の
料
金

◆
一
般
家
庭
の
皆
さ
ま

　
（
家
庭
系
一
般
廃
棄
物
）

・�
10
㎏
ご
と
＝
30
円
（
10
㎏
未
満

は
切
り
上
げ
。
11
㎏
の
場
合
は

60
円
に
な
り
ま
す
。）

※�

市
指
定
ご
み
袋
で
搬
入
す
る
必

要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
事
業
主
の
皆
さ
ま

　
（
事
業
系
一
般
廃
棄
物
）

【
平
成
28
年
４
月
１
日
～

　
　
　
　

平
成
29
年
３
月
31
日
】

・
10
㎏
ご
と
＝
20
円

【
平
成
29
年
４
月
１
日
～

　
　
　
　

平
成
30
年
３
月
31
日
】

・
10
㎏
ご
と
＝
30
円

【
平
成
30
年
４
月
１
日
以
降
】

・
10
㎏
ご
と
＝
40
円

▽�

料
金
支
払
い
方
法
＝
家
庭
系
、

事
業
系
ど
ち
ら
も
直
接
搬
入
時

に
、
１
回
の
計
量
ご
と
に
そ
の

場
で
納
入

●�

４
月
１
日
以
降
の
収
集
日

▽�

福
島
地
区
（
上
塩
、
鍜
治
屋
、

大
島
、
西
下
弓
田
、
東
下
弓
田
、

東
金
谷
、
西
金
谷
、
南
金
谷
、

北
金
谷
地
区
を
除
く
）
＝
月
・

木
曜
日

▽�

右
記
以
外
の
地
区
＝
火
・
金
曜

日
●�

問
い
合
わ
せ
先
＝
市
民
生
活
課

生
活
環
境
係
☎
内
線
２
５
２

平
成
28
年
度 

総
合
体
育
館
／
総
合
運
動
公
園 

施
設
予
約
調
整
会
議
に
つ
い
て

　

平
成
28
年
度
に
大
会
な
ど
（
練

習
を
除
く
）
で
市
民
総
合
体
育
館

ま
た
は
市
総
合
運
動
公
園
を
使
用

さ
れ
る
団
体
の
施
設
予
約
調
整
会

議
を
行
い
ま
す
。
該
当
団
体
は
行

事
予
定
表
を
提
出
の
う
え
、
代
表

者
の
会
議
出
席
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

各
行
事
予
定
表
は
２
月
18
日

（
木
）ま
で
に
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

へ
必
ず
ご
提
出
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

調
整
会
議
の
出
席
が
な
け
れ
ば
予

約
と
は
な
り
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず

代
表
者
（
権
限
の
あ
る
代
理
者
）

の
出
席
が
必
要
で
す
。

　

行
事
予
定
表
（
様
式
）
は
各
団

体
な
ど
へ
送
付
し
て
い
ま
す
が
、

必
要
な
方
は
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

に
て
お
受
け
取
り
く
だ
さ
い
。

●�

日
時
＝
３
月
４
日
（
金
）
午
後

６
時
半
～

●�

場
所
＝
中
央
公
民
館
２
階
第
１

講
義
室

●�

問
い
合
わ
せ
先
＝
ス
ポ
ー
ツ
セ

ン
タ
ー
☎
72

－

５
２
６
２

日
南
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

●�

申
告
相
談
会
場
な
ど
に
つ
い
て

　

税
務
署
が
開
設
す
る
申
告
相
談

会
場
は
次
の
と
お
り
で
す
。

　

申
告
書
は
会
場
内
で
作
成
・
提

出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
作
成
し
、

印
刷
し
て
郵
便
ま
た
はe

－Tax

に
よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▽�

開
設
場
所
＝
日
南
税
務
署

▽�

開
設
期
間
＝
２
月
16
日
（
火
）

～
３
月
15
日
（
火
）

　

午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時

※�

た
だ
し
、
土
・
日
は
除
く
。

●�

復
興
特
別
所
得
税
の

　
記
載
漏
れ
に
ご
注
意
を

　

平
成
49
年
分
ま
で
、
復
興
特
別

所
得
税
（
原
則
と
し
て
各
年
分
の

所
得
税
額
の
２
・
１
％
）
を
所
得

税
と
併
せ
て
申
告
・
納
付
す
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
確
定
申
告

書
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、「
復

興
特
別
所
得
税
額
」
欄
の
記
載
漏

れ
の
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●�

公
的
年
金
収
入
の
あ
る
方
の�

確
定
申
告
に
つ
い
て

　

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
の

合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、

か
つ
、
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑

所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円

以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
所
得
税

お
よ
び
復
興
特
別
所
得
税
に
つ
い

て
確
定
申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
で

あ
っ
て
も
、

①�

所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所
得

税
の
還
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、

確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

②�

住
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
（
お
住
ま
い
の
市

区
町
村
に
お
尋
ね
く
だ
さ
い
）。

　

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ�

ー
ジ（http://w

w
w
.nta.go.jp/

）

を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
最
寄
り
の

税
務
署
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●�

問
い
合
わ
せ
先
＝
日
南
税
務
署

☎
22

－

３
６
７
１

高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防
接
種
は 

お
済
み
で
す
か

　

一
定
の
年
齢
に
達
し
た
方
に
は

高
齢
者
肺
炎
球
菌
予
防
接
種
費
用

の
助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。
高
齢

者
の
死
因
第
一
位
は
肺
炎
で
す
。

肺
炎
の
原
因
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、

一
番
の
原
因
は
「
肺
炎
球
菌
」
と

い
う
細
菌
に
感
染
す
る
こ
と
で
す
。

予
防
接
種
を
受
け
る
こ
と
で
、
も

し
感
染
し
て
も
軽
い
症
状
で
す
み

ま
す
。
ま
だ
接
種
さ
れ
て
い
な
い

無
料
相
談

募
　
集

不法投棄は法律で禁止されています
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助成対象者年齢一覧
年齢 生　年　月　日
６５歳 昭和２５年４月２日 ～ 昭和２６年４月１日生
７０歳 昭和２０年４月２日 ～ 昭和２１年４月１日生
７５歳 昭和１５年４月２日 ～ 昭和１６年４月１日生
８０歳 昭和１０年４月２日 ～ 昭和１１年４月１日生
８５歳 昭和５年４月２日 ～ 昭和６年４月１日生
９０歳 大正１４年４月２日 ～ 大正１５年４月１日生
９５歳 大正９年４月２日 ～ 大正１０年４月１日生
１００歳 大正４年４月２日 ～ 大正５年４月１日生


